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労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

注
文
者
の
講
ず
べ
き
請
負
人
の
労
働
者
の
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
対
象
と
な
る
設
備
の
範
囲
の

拡
大

注
文
者
の
講
ず
べ
き
請
負
人
の
労
働
者
の
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
対
象
と
な
る
設
備
を
、
化
学

設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
の
ほ
か
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
設
備
（
移
動
式
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
附
属
設
備
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
の
三
関
係
）

第
二

職
長
等
に
対
す
る
安
全
衛
生
教
育
を
行
う
べ
き
業
種
の
範
囲
の
拡
大

職
長
等
に
対
し
て
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
を
行
う
べ
き
業
種
と
し
て
、
食
料
品
製
造
業
（
う
ま
味
調
味
料
製
造

業
及
び
動
植
物
油
脂
製
造
業
を
除
く
。
）
並
び
に
新
聞
業
、
出
版
業
、
製
本
業
及
び
印
刷
物
加
工
業
を
追
加
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
関
係
）

第
三

名
称
等
の
表
示
又
は
通
知
の
対
象
と
な
る
物
の
追
加

譲
渡
又
は
提
供
時
に
そ
の
名
称
等
を
表
示
し
、
又
は
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
と
し
て
、
別
表
第
九
に
ア
ク
リ
ル

酸
二
―
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル
、
ア
ザ
チ
オ
プ
リ
ン
、
ア
セ
タ
ゾ
ラ
ミ
ド
（
別
名
ア
セ
タ
ゾ
ー
ル
ア
ミ
ド
）
等
の
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物
質
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
別
表
第
九
関
係
）

第
四

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
五

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

経
過
措
置

１

第
一
に
よ
り
追
加
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
設
備
（
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
九
条
の

三
第
二
号
の
設
備
を
除
く
。
）
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
法
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
作
業
に
係
る
仕
事
で
あ
っ

て
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
当
該
仕
事
に
係
る
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
九
月
三

十
日
ま
で
の
間
は
、
同
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
項
関
係
）

２

第
三
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て



は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
附
則
第
三
項
関
係
）


